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                               平 成 3 0 年 1 0 月 1 日 

第 275号 

                               新潟県市町村総合事務組合 
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 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則を次のとおり公布する。 

  平成 30年 10月 1日 

                     新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者  

                              副管理者 久 住 時 男   

新潟県市町村総合事務組合規則第 14号 

   新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（平

成 16年規則第 20号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （認定及び通知） 

第４条 （略） 

２ 管理者は、前条の請求書に係る災害が公務

により生じたもの又は通勤により生じたも

ののいずれでもないと認定したときは、次に

掲げる事項を記載した書面により、当該請求

をした者にその旨を通知しなければならな

い。 

 ⑴ 管理者の氏名 

 ⑵ 被災者の氏名 

 ⑶ 傷病名 

 ⑷ 災害発生年月日 

 ⑸ 公務上の災害又は通勤による災害でな

いと認定した理由 

 （認定及び通知） 

第４条 （略） 
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 （旅費の支給） 

第 22条 （略） 

 （審査の申立ての教示） 

第 23 条 管理者は、条例又はこの規則に基づ

く補償に関する通知をするときは、第 20 条

に定めるところにより審査の申立てをする

ことができる旨を教示するものとする。 

（任命権者等の助力等） 

第 24条 （略） 

（記録簿） 

第 25条 （略） 

 （旅費の支給） 

第 22条 （略） 

 

 

 

 

 

（任命権者等の助力等） 

第 23条 （略） 

（記録簿） 

第 24条 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

別記様式非第２号を次のように改める。 
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別記様式非第２号の２を次のように改める。     
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   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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公         告 

新潟県市町村総合事務組合議会議員の退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合議会議員の退任があったので、次のとおり公告する。 

  平成 30年 10月 1日 

新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者    

副管理者 久 住 時 男   

組合議会議員 

 退 任  猪 俣 誠 一（阿賀町議会議長）  平成 30年 9月 19日 

辞         令 

事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事

務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

   平成 30年 10月 1日 

新潟県市町村総合事務組合管理者職務代理者    

副管理者 久 住 時 男   

平成 30年 9月 12日付け 聖籠町事務所長を命ずる  西 脇 道 夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


